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【概要】

・車検診の各地区読影会の要精検率は東部

5.44％、中部5.68％、西部3.47％で、西部

の要精検率が低かった。医療機関検診に

おいては、東部4.31％、中部10.72％、西部

5.86％で、中部の要精検率が高かった。

・「マンモグラフィ検診精度管理中央委員会」

が「日本乳がん検診精度管理中央機構」に

名称変更され、国の「がん予防重点健康教

育及びがん検診実施のための指針」も一部

改正され、平成26年６月25日から適用され

ることとなった。これを受け、国の指針に

準じて「鳥取県乳がん検診実施に係る手引

き」、要綱等の一部改正案が示され、協議

の結果、改正案のとおり承認された。

・鳥取県乳がん医療機関検診一次検診医登録

基準において、新規登録者は一次検診医講

習会を受講することとなっている。一次検

診医講習会のあり方と内容についての検討

を行い、委員からは、新規登録者は年々少

なくなっているが、一次検診医講習会は継

続して行った方がいい。講習会の内容は、

問診の仕方や、触診の方法や自己触診の啓

発等の内容を盛り込んだＤＶＤ等の教材を

作成してはどうかという意見があった。ま

た、新規登録者が一次検診医講習会に参加

できなかった場合についての取扱について

も協議を行った。委員からの意見を踏まえ

て、講習会の内容、登録基準の見直しにつ

いて、今後検討する。

〈魚谷会長〉

　皆様には、日頃から乳がん対策事業にご尽力頂

き、深謝致します。本日は、平成25年度乳がん検

診マンモグラフィ読影委員会開催状況といくつか

の懸案事項が議題に挙がっていますので、皆様方

の熱心なご討議を頂き、今後の対策につなげたい

と思います。よろしくお願いします。

〈石黒部会長〉

　前回の会議で話がありました「鳥取県乳がん検

診発見確定患者予後調査」のデータを現在見てい

るところであるが、不明な箇所もかなりある。良

いデータをだそうとすると、きっちりとしたデー

タベースが必要だなと感じている。

一次検診医講習会のあり方を検討
鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会
鳥取県健康対策協議会乳がん対策専門委員会

■　日　時　　平成26年８月23日（土）　午後２時30分～午後３時20分

■　場　所　　倉吉未来中心　倉吉市駄経寺町

■　出席者　　27人

魚谷会長、石黒部会長、山口委員長

青木・池田・大久保・岡田・工藤・小林・下田・角・長井・長谷川・

林・廣岡・藤井・村上各委員

県健康政策課がん・生活習慣病対策室：米田課長補佐、羽原主事

健対協事務局：谷口事務局長、岩垣係長、田中主任

挨拶（要旨）
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　ご活発なご討議願います。

〈山口委員長〉

　本県の乳がん検診は、順調に運営されていると

思われる。個人の実感であるが、日常診療の中で

患者さんが年々増えつつあると感じている。なる

べく早期にがんを発見するには、検診の果たす役

割は益々大きくなってくる。今後共、ご協力の

程、よろしくお願いします。

１．平成25年度乳がん検診マンモグラフィ読影委

員会開催状況について

　平成24年度の各地区読影会実施報告は、以下の

とおりである。

　東部（山口委員長）－東部医師会館を会場にし

て、週２回読影会を開催した。計118回開催し、

１回の平均読影件数は33件であった。５市町を対

象に８医療機関で撮影された写真3,877件の読影

を行い、CAT1が3,397件（87.62％）、CAT2が313

件（8.07 ％）、CAT3が148件（3.82 ％）、CAT4が

14件（0.36％）、CAT5が５件（0.13％）であった。

比較読影件数は2,448件（63.1％）であった。症例

検討会は７月29日と２月26日に開催した。読影委

員会は３月24日に開催した。

　中部（林委員）－県立厚生病院を会場にして、

週１回読影を行った。計40回開催し、１回の平

均読影件数は28件であった。６市町を対象に５

医療機関で撮影された写真1,119件の読影を行い、

CAT1が922件（82.39％）、CAT2が77件（6.88％）、

CAT3が109件（9.74 ％）、CAT4が11件（0.98 ％）

であった。CAT3以上の割合が東部、西部に比べ

高い。比較読影件数は646件（57.7％）であった。

３月６日に読影委員会と従事者講習会を開催し

た。

　読影委員会においては、中部地区の要精検率が

やや高い傾向にあり、これはマンモグラフィ読影

におけるカテゴリー３の症例が多くみられた結果

であった。今後、適切なカテゴリー分類を徹底す

るべく、過去のフィルムを再検討する機会を持ち

たいとの意見が出された。建設的な意見であるこ

とから、その方向で準備を進める。

　西部（石黒部会長）－西部医師会館を会場にし

て、週２回読影を行い、計47回開催、１回の平

均読影件数は33件であった。４市町を対象に１

医療機関で撮影された写真1,569件の読影を行い、

CAT1が1,274件（81.20％）、CAT2が203件（12.94

％）、CAT3が82件（5.23％）、CAT4が６件（0.38

％）、CAT5が４件（0.25％）であった。比較読影

件数は1,115件（71.1％）であった。その他は各医

療機関で読影をされている。症例検討会を３月20

日に開催した。

２．その他

　平成25年度鳥取県保健事業団の乳がん検診実

施状況について、大久保委員より報告があった。

読影件数は東部3,177件で、要精検率5.44％、中部

3,223件で、要精検率5.68％、西部2,483件で、要

精検率3.47％であった。比較読影実施率は約80％

である。

　東部、中部の要精検率は５％台であるが、西部

が低い傾向にある。

　委員からは、年齢別に集計をしてほしいという

要望があった。

１．鳥取県乳がん医療機関検診一次検診医登録更

新について

　一次検診医登録基準は以下のとおり、実施要綱

で定められている。

　鳥取県乳がん医療機関検診一次検診医登録基準

１　登録資格は医師とし、専攻科は問わない。

２　乳がん検診従事者講習会等の受講点数を過去

３年間に12点以上取得していること。ただし、乳

がん検診　従事者講習会及び鳥取県検診発見がん

報告事項

協議事項
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症例検討会には、必ず１回は出席していること。

３　新規登録の場合は、次のいずれかを受講する

こと。

（１）原則として健対協の主催する一次検診医

講習会を受講すること。

　なお、この講習会は、乳がん及び乳がん検

診についての一般的知識、特に視診及び触診

に重点をおいた診断法、触診の実技の習得を

目的とし、乳がん検診従事者講習会及び鳥取

県検診発見乳がん症例検討会に引き続いて年

１回開催するものである。

（２）（１）の講習会を受ける事ができなかった

場合は、部会等の長が指名した部会及び委員

会の医師系委員から（１）に準じた指導を受

けること。この場合、指導した医師が、一次

検診医として十分能力が得られたと認定した

時点をもって終了する。

４　上記２、３にかかわらず、次に該当する場合

は、登録できるものとする。

（１）日本乳癌学会認定の専門医、認定医

（２）日本乳癌学会又は日本乳癌検診学会の役

員

　新規登録の場合は、原則として健対協の主催す

る一次検診医講習会を受講することとしている。

一次検診医講習会は約30分間程度で、内容につい

ては、講師にお任せしているが、乳癌触診モデル

を実際に触れてもらい、しこりのある状態を体感

してもらっている。

　一次検診医講習会のあり方と内容についての検

討を行った。

　委員からは、新規登録者は年々少なくなってい

るが、一次検診医講習会は継続して行った方がい

い。講習会の内容は、問診の仕方や、触診の方法

や自己触診の啓発等の内容を盛り込んだDVD等

の教材を作成してはどうかという意見があった。

　また、一次検診医講習会を受講できなかった場

合は、部会等の長が指名した部会及び委員会の医

師系委員から指導を受けることとしているが、該

当者がほとんどなく、別に指導の機会を設けるこ

とも難しいため、この部分は削除することとなっ

た。

　年度途中の県外からの異動等で一次講習会が受

講できなかった場合、乳がん部会長及び乳がん対

策専門委員会委員長の両者が適当と認めた者は登

録してはいいのではないかという意見もあった。

　以上の意見を踏まえて、講習会の内容、登録基

準の見直しについて、今後検討する。

２．鳥取県乳がん検診実施に係る手引き等の一部

改正について

　「マンモグラフィ検診精度管理中央委員会」が

「日本乳がん検診精度管理中央機構」に名称変更

され、国の「がん予防重点健康教育及びがん検診

実施のための指針」も一部改正され、平成26年６

月25日から適用されることとなった。これを受

け、国の指針に準じて「鳥取県乳がん検診実施に

係る手引き」、要綱等の一部改正案が示され、協

議の結果、改正案のとおり承認された。

３．「かかりつけ医連携受診勧奨強化事業」に係

るリーフレット及びポスターの作成について

　今年度、健対協は県の委託事業として、県内の

かかりつけ医と連携し、かかりつけ医を通じたが

ん検診の重要性等の啓発や受診勧奨を行うことに

より未受診者を掘り起こし、がん検診の受診率向

上を図ることを目的にリーフレット及びポスター

を作成することとなった。

　リーフレット（A4版、３つ折り、両面フルカ

ラー）。

　リーフレットの作成案を提示し、乳がん検診の

内容を中心に委員よりご意見を伺ったが、特に意

見はなかった。

　今後、他の委員会の意見も伺いながら、最終案

をとりまとめる。
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日　時　平成26年８月23日（土）

　　　　午後４時30分～午後６時20分

場　所　倉吉交流プラザ　倉吉市駄経寺町

出席者　71名

（医師：64名、看護師・保健師：３名、

その他関係者：３名）

　岡田克夫先生の司会により進行。

　鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん

部会長　石黒清介先生の座長により、岡山大学病

院　乳腺・内分泌外科教授　土井原博義先生によ

る「乳がん検診の現状と対策」の講演があった。

　鳥取県健康対策協議会乳がん対策専門委員会委

員長　山口由美先生の司会により３症例を報告し

て頂き、検討を行った。

１）東部症例（１例）：鳥取赤十字病院

山口由美先生

２）中部症例（１例）：野島病院　　林　英一先生

３）西部症例（１例）：鳥大医学部

胸部外科　廣岡由美先生

　林　英一先生を講師として、乳がん検診一次検

診登録講習を行った。５名の参加があった。

乳がん検診従事者講習会及び第22回鳥取県検診発見乳がん症例検討会

講　演

第22回鳥取県検診発見乳がん症例検討会

乳がん検診一次検診登録講習

鳥取医学雑誌「興味ある症例」投稿にあたって

　「興味ある症例」はX線、内視鏡写真、超音波写真、心電図など形態学的所見が読めるように
きちんと撮影されている症例の掲載を目的としています。珍しい症例は勿論ですが、ありふれた
症例でも結構ですから、見ただけで日常診療の糧となるような症例をご投稿下さい。
投稿規定：
　原則として１症例につき２頁以内におさまるように、症例のあらましとX線、内視鏡、超音波、
CT、心電図などの画像とその診断名、解説をまとめて下さい。
　写真４枚以内、症例紹介300字以内、解説約500字（半ページ）、約1,000字（１ページ）。
　カラー写真は、編集委員会で認めたものについては著者の負担を要しない。
　典型例では文献は必要ありませんが、比較的珍しい症例では２～３個以内の文献を付けて下さ
い。
　要旨、英文タイトル、Key	words等は不要です。
　採否およびその他の記載方法は鳥取医学雑誌投稿規定に依ります。
　なお、二重投稿および個人情報の守秘には充分ご留意下さい。


